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–––– 

・陽光台小学校区では、Ｈ36年に 37クラ

スでピークとなり、その後、徐々に減少し

ていくことが見込まれます。 

（参考１ 参照） 
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■ 陽光台小学校の概要 

所在地及び施設面積等 
所在地：陽光台 3 丁目 1 番地  
設置年度：平成 27 年 
校地面積：25,001(㎡) 
校舎延床面積（合計）：9,557(㎡) 
運動場：7,876(㎡) 
屋内運動場：1,440(㎡) 
              
普通教室：40 教室 
その他（特別教室等）：6 教室 
普通教室＋その他（特別教室等）：46 教室 

 ■ 小張小学校の概要 

所在地及び施設面積等 
所在地：小張 1661番地  
設置年度：明治 16年 
校地面積：26,516(㎡) 
校舎延床面積（合計）：2,715(㎡) 
運動場 15,377(㎡) 
屋内運動場：754(㎡) 
              
普通教室：14教室 
その他（特別教室等）：5教室 
普通教室＋その他（特別教室等）：19教室 

参考  (仮称）富士見ヶ丘小学校の概要 

所在地及び施設面積等 
所在地：富士見ケ丘 2 丁目 18 番地 
設置年度：平成 30 年４月開校予定 
校地面積：29,947(㎡) 
校舎延床面積（合計）：8,000(㎡)程度 
運動場： -  
屋内運動場：1,200 ㎡程度 
              
普通教室：33 教室 
その他（特別教室等）：７教室 
普通教室＋その他（特別教室等）：40 教室 

 

 

 

 学校の小規模化・大規模化に関する一般的なメリット・デメリットについては、以下のように言われていま

す。教育の機会均等とその水準の維持向上という義務教育制度の本旨に鑑み、デメリットを最小化し、メリッ

トを最大化する方策を計画的に講じる必要があります。 

※文部科学省資料：中央教育審議会 初等中等教育分科会 小・中学校の設置・運営の在り方等に関する作業部会 第8回資料 

 
 

小規模化 大規模化  
メリット デメリット メリット デメリット 

 

 

学 

習 

面 

○ 児童・生徒の一人ひ

とりに目がとどきやす

く、きめ細かな指導が

行いやすい。 

○ 集団の中で、多様な

考え方に触れる機会や

学びあいの機会、切磋

琢磨する機会が少なく

なりやすい。 

○ 1学年 1学級の場

合、ともに努力してよ

りよい集団を目指す、

学級間の相互啓発がな

されにくい。 

○ 集団の中で、多様な

考え方に触れ、認め合

い、協力し合い、切磋

琢磨することを通じ

て、一人ひとりの資質

や能力をさらに伸ばし

やすい。 

○ 全教職員による各児

童・生徒一人ひとりの

把握が難しくなりやす

い。 

  

（参考１）陽光台小・小張小学校区の児童数・学級数の推移（詳細） 

 

（参考２）学校の小規模化・大規模化によるメリット・デメリット 

 



 

6 

 
小規模化 大規模化  

メリット デメリット メリット デメリット 

 

 

 

 

 

 

学 

習 

面 

○ 学校行事や部活動等

において、児童・生徒

一人ひとりの個別の活

動機会を設定しやす

い。 

  

○ 運動会などの学校行

事や音楽活動等の集団

教育活動に制約が生じ

やすい。 

○ 専門的な教員を配置

しにくい。 

○ 児童・生徒数、教職

員数が少ないため、グ

ループ学習や習熟度別

学習、小学校の専科教

員による指導など、多

様な学習・指導形態を

取りにくい。 

○ 部活動等の設置が限

定され、選択の幅が狭

まりやすい。 

○ 運動会などの学校行

事や音楽活動等の集団

教育活動に活気が生じ

やすい。 

○ 専門的な教員を配置

しやすい。 

○ 児童・生徒数、教員

数がある程度多いた

め、グループ学習や習

熟度別学習、小学校の

専科教員による指導な

ど、多様な学習・指導

形態を取りやすい。 

○ 様々な種類の部活動

等の設置が可能とな

り、選択の幅が広がり

やすい。 

○ 学校行事や部活動等

において、児童・生徒

一人ひとりの個別の活

動機会を設定しにく

い。 

  

生 

活 

面 

○ 児童・生徒相互の人

間関係が深まりやす

い。 

○ 異学年間の縦の交流

が生まれやすい。 

○ 児童・生徒の一人ひ

とりに目がとどきやす

く、きめ細かな指導が

行いやすい。 

○ クラス替えが困難な

ことなどから、人間関

係や相互の評価等が固

定化しやすい。 

○ 集団内の男女比に極

端な偏りが生じやすく

なる可能性がある。 

○ 切磋琢磨する機会等

が少なくなりやすい。 

○ 組織的な体制が組み

にくく、指導方法等に

制約が生じやすい。 

○ クラス替えがしやす

いことなどから、豊か

な人間関係の構築や多

様な集団の形成が図ら

れやすい。 

○ 切磋琢磨すること等

を通じて、社会性や協

調性、たくましさ等を

育みやすい。 

○ 学校全体での組織的

な指導体制を組みやす

い。 

○ 学年内・異学年間の

交流が不十分になりや

すい。 

○ 全教職員による各児

童・生徒一人ひとりの

把握が難しくなりやす

い。 

 

 

 

 

 

学 

校 

運 

営 

面 

・ 

財 

政 

面 

○ 全教職員間の意思疎

通が図りやすく、相互

の連携が密になりやす

い。 

○ 学校が一体となって

活動しやすい。 

○ 施設・設備の利用時

間等の調整が行いやす

い。 

○ 教職員数が少ないた

め、経験、教科、特性な

どの面でバランスのとれ

た配置を行いにくい。 

○ 学年別や教科別の教

職員同士で、学習指導

や生徒指導等について

の相談・研究・協力・

切磋琢磨等が行いにく

い。 

○ 一人に複数の校務分

掌が集中しやすい。 

○ 教員の出張、研修等

の調整が難しくなりや

すい。 

○ 子ども一人あたりに

かかる経費が大きくな

りやすい。 

○ 教員数がある程度多

いため、経験、教科、

特性などの面でバラン

スのとれた教職員配置

を行いやすい。 

○ 学年別や教科別の教

職員同士で、学習指導

や生徒指導等について

の相談・研究・協力・

切磋琢磨等が行いやす

い。 

○ 校務分掌を組織的に

行いやすい。 

○ 出張、研修等に参加

しやすい。 

○ 子ども一人あたりに

かかる経費が小さくな

りやすい。 

○ 教職員相互の連絡調

整が図りづらい。 

○ 特別教室や体育館等

の施設・設備の利用の

面から、学校活動に一

定の制約が生じる場合

がある。 

そ 

の 

他 

○ 保護者や地域社会と

の連携が図りやすい。 

○ PTA活動等における保

護者一人当たりの負担が

大きくなりやすい。 

○ PTA活動等におい

て、役割分担により、

保護者の負担を分散し

やすい。 

○ 保護者や地域社会と

の連携が難しくなりや

すい。 

  

つづき 



 

7 

 

 

 

 過去の統合事例からは、おおむね下記のようなものが報告されています。（文部科学省 公立小学校・中学校

の適正規模・適正配置等に関する手引より抜粋） 

 

児童生徒

への直接

的な効果 

① 良い意味での競い合いが生まれた、向上心が高まった 

② 以前よりもたくましくなった、教師に対する依存心が減った 

③ 社会性やコミュニケーション能力が高まった 

④ 切磋琢磨する環境の中で学力や学習意欲が向上した 

⑤ 友人が増えた、男女比の偏りが少なくなった 

⑥ 多様な意見に触れる機会が増えた 

⑦ 異年齢交流が増えた、集団遊びが成立するようになった、休憩時間や放課後での外遊びが増えた 

⑧ 学校が楽しいと答える子供が増えた 

⑨ 進学に伴うギャップが緩和された 

指導体制

や指導方

法、環境

整備等に

与えた効

果 

① 複式学級が解消された 

② クラス替えが可能になった 

③ より多くの教職員が多面的な観点で指導できるようになった 

④ 校内研修が活性化した、教職員間で協力して指導にあたる意識や互いの良さを取り入れる意識が高まった 

⑤ グループ学習や班活動が活性化した、授業で多様な意見を引き出せるようになった 

⑥ 音楽、体育等における集団で行う教育活動、運動会や学芸会、クラブ活動、部活動などが充実した 

⑦ 少人数指導や習熟度別指導などの多様な指導形態が可能になった 

⑧ 一定の児童生徒数の確保により、特別支援学級が開設できた、特別支援教育の活動が充実した 

⑨ バランスの取れた教員配置が可能となった、免許外指導が解消又は減少した 

⑩ 施設設備が改善され教育活動が展開しやすくなった、教材教具が量的に充実した 

⑪ 校務の効率化が進んだ、教育予算の効果的活用が進んだ 

⑫ 保護者同士の交流関係が広がった、ＰＴＡ活動が活性化した、学校と地域との連携協働関係が強化された 

 

 

 

１ 市全体の統廃合の進め方について                                              

 統廃合にあたっては、住民や保護者のご意見を確認しながら進めていくことを基本としています。おおまかに

は下記の流れで進めたいと考えております。 

 

 

   つくばみらい市義務教育施設適正配置基本計画

では、複式学級が発生する小学校または発生が予想

される小学校について優先して行っていくことと

しています。 

 実施にあたっては、全てを同じスピードで進める

ことは難しいことから、左図のような段階的な進め

方を考えておりますが、合意の状況等によっては、

統合予定の時期が早まったり、その順番が入れ替わ

ったりする可能性も考えられます。 

（参考３）統合による効果 

（参考４）今後の進め方について 
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統廃合される小学校区での意見交換会 

 （地区住民対象） 
【内容】 

・これまでの経緯 

・適正配置計画について 

・質問意見交換など 

・今後の進め方について 

 

統廃合小学校区グループ別の意見交換会（地区住民対象） 
【内容】 

・未就学児・就学児保護者意見交換会について 

・当該地区における論点整理と対応について 

・今後の進め方について 

統廃合小学校区グループ別の意見交換会 

（未就学児・就学児保護者を対象） 
【内容】 

・これまでの経緯 

・適正配置計画について 

・質問意見交換など 

・今後の進め方について 

 

統廃合小学校区グループ別の意見交換会 

（未就学児・就学児保護者を対象） 
【内容】 

・これまでの経緯 

・適正配置計画について 

・質問意見交換など 

・今後の進め方について 

 

統廃合小学校区グループ別の意見交換会 

（未就学児・就学児保護者を対象） 
【内容】 

・適正配置計画について 

・質問意見交換など 

・今後の進め方について 

 

２ 小張小・陽光台小学校区における統廃合の進め方について                                              

 各小学校区ごとには、まずは地区住民を対象に意見交換会を実施したのち、直接的に関係する保護者を対象に

意見交換会を実施していきながら、意見のすり合わせを行っていきたいと考えております。 

 

 

 

※小張小校区の意見会

は平成 28年 12月に

実施しました。 

存続する小学校区での意見交換会 

 （地区住民対象） 
【内容】 

・これまでの経緯 

・適正配置計画について 

・質問意見交換など 

・今後の進め方について 

 

※今回の陽光台小学校

区の意見交換会はここ

にあたります。 

※陽光台小・小張小の

未就学児・就学児保護

者を対象にします。 

※陽光台小・小張小の

地区住民を対象に実施

します 

統合検討委員会における検討 

統合準備委員会における検討 

■子ども達にとっての教育環

境上の課題点について意見交

換を行います。 
 未就学児・就学児の保護者を対象

に意見交換会を開催し、子ども達に

とって望ましい教育環境を考えま

す。 

■意見の整理を行い、統合に

向けて意見をすりあわせま

す。 
 意見交換会で出た意見の整理を行

い、当該学校区の方向性について意

見のすりあわせを行います。 

■会議を立ち上げ検討を行っ

ていきます。 
 統合の方向性が定まった場合、委

員会を立ち上げ検討を進めます。 

■行政側の立場（スタンス）

をお伝えし意見交換を行いま

す。 
 行政が教育を進めていく上で良好

な教育環境を提供するために必要な

計画としてまとめた「つくばみらい

市義務教育施設適正配置基本計画」

の説明を行うとともに、地区住民の

皆さんの思いをお聞きし、意見交換

を行います。 


